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令和５年全国市長会を取り巻く主な動き 
 

≪第 33 次地方制度調査会≫ 

○ 第 33 次地方制度調査会が「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度

のあり方に関する答申」をとりまとめ 

  第 33 次地方制度調査会は、DX の進展及び新型コロナウイルス感染症対応で直

面した課題等を踏まえ、ポストコロナの経済社会に的確に対応する観点から、地方

制度のあり方について約２年かけて調査審議、12 月 15 日に答申を決定、同月 21

日に岸田・内閣総理大臣に手交。 

  答申では、大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす

事態への対応として、個別法の規定では想定されていない事態が生じ、国民の安全、

身体又は財産の保護が必要な場合、国が地方公共団体に対して必要な指示を行うこ

とができる規定を地方自治法に設けること等を盛り込んだ。なお、この規定は、現

行の国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係の一般ルールとは明確に区

分したうえで、特例として設けるとした。 

 

≪被災地支援関係≫ 

○ 令和５年梅雨前線による大雨被害への対応、令和５年７月 15 日からの大

雨被害への対応、被災市町村に対する人的支援 

  6 月下旬から 7 月上旬にかけて、九州地方などで発生した「令和５年梅雨前線に

よる大雨被害」について、緊急要請を本会と九州市長会との連名で実施。 

  また、主に秋田県内で発生した「令和５年 7 月 15 日からの大雨被害」について

は、全国市長会のネットワークなどを通じて、被災地へ様々な支援を実施。 

  東日本大震災等に係る被災市町村に対する中長期の人的支援については、総務省

や全国町村会、被災県等と連携しながら職員派遣に係る調整を行い、職員を全国か

ら現地に派遣。 

 

≪デジタル化関係≫ 

○ デジタル社会の実現に向けた対応 

  ６月１日、デジタル社会形成基本法に基づき、「デジタル社会の実現に向けた重

点計画に関する意見」を内閣総理大臣に提出。 

  8 月 24 日、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、「地方

公共団体情報システム標準化基本方針に関する意見」を内閣総理大臣、総務大臣、

法務大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出。 
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  10 月６日、「地方公共団体情報システム標準化に関する緊急提言」を総務省、

財務省及びデジタル庁に提出。政府の経済対策の取りまとめに際し、システム移

行に係る経費について、全額国庫補助により必要額を確実に措置することなどを

要請。 

  令和５年度補正予算において、自治体情報システムの標準化・共通化に向けた

環境整備として 5,163 億円が計上され、デジタル基盤改革支援基金を拡充。 

 

○ マイナンバー情報総点検 

  6 月 21 日、マイナンバーの紐付けに誤りのある事案が複数発生していること

から、「マイナンバー情報総点検本部」を設置。 

  7 月 13 日、公明党の「デジタル社会推進本部」に行政委員会委員長の池田・

都城市長が出席し、意見陳述。 

  同本部は、8 月８日、今後の再発防止対策と国民の信頼回復に向けた対応を

「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ」としてと

りまとめ。 

  また、12 月 12 日、総点検の実施結果を公表。点検対象件数 8,208 万件のう

ち、0.01%の紐付け誤りが判明、年内点検完了めどを確認。 

 

≪地方税財政関係≫ 

○ 令和５年度補正予算 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地

方公共団体が地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、重

点支援地方交付金(低所得世帯支援枠及び推奨事業メニュー) 1.6 兆円を追加。 

 

○ 令和６年度税制改正 

  12 月 14 日、「令和６年度税制改正大綱」（自由民主党・公明党）が決定。 

固定資産税については、現行の土地に係る負担調整措置等を延長、負担調整措置

のあり方について引き続き検討。 

外形標準課税については、資本金１億円超の現行基準を維持しつつ、当分の間、

資本金と資本剰余金の合計額が 10 億円を超えるものを対象とするなど、基準を

見直し。 

森林環境譲与税の譲与基準については、私有林人工林面積の譲与割合を 55％、

人口の譲与割合を 25％に見直し。 
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○ 令和６年度地方財政対策 

  12 月 22 日、令和６年度地方財政対策が決定。 

  地方の一般財源総額（水準超経費を除く）の確保について、前年度を 0.6 兆円上

回る 62.7 兆円を確保。そのうち、地方交付税総額（出口ベース）は前年度を 0.3

兆円上回る 18.7 兆円が確保され、平成 15 年度以降で最高額。地方税・地方譲与

税は前年度同額の 45.5 兆円となったほか、臨時財政対策債の発行は対前年度比

0.5 兆円減の 0.5 兆円となり、平成 13 年度に創設されて以来過去最少。 

定額減税による減収への対応については、個人住民税の減収額（0.9 兆円）を地

方特例交付金により全額国費で補塡。地方交付税の減収(0.8 兆円)に対しては繰越

金・自然増収による法定率分の増(1.2 兆円)による対応の上、後年度 0.2 兆円の加

算等を実施。 

こども・子育て政策の財源に関しては、「加速化プラン」における令和６年度地方

負担分（0.2 兆円）について必要な財源を確保。ソフト事業について一般行政経費

0.1 兆円を増額。ハード事業についても 500 億円が計上され、「こども・子育て支

援事業債（仮称）」を創設。 

地方公務員の給与改定分（0.3 兆円）及び会計年度任用職員の勤勉手当支給分

（0.2 兆円）を増額計上。自治体施設の光熱費高騰や施設管理の委託料の増加を踏

まえ、一般行政経費(単独)として前年度同額の 700 億円を計上。 

 

≪子ども・子育て関係≫ 

○ 「こども家庭庁」の設置について 

３月 14 日、こども家庭庁発足に先立ち、立谷会長はじめ地方三団体代表者が、

こども家庭庁創設を踏まえたこども政策の充実に向けて小倉・こども政策担当大臣

に対し要請。 

４月１日、「こども家庭庁設置法」にもとづき内閣府の外局として「こども家庭庁」

設置。 

 

○ こども・子育て政策の強化について 

４月７日、政府の「こども未来戦略会議」が発足し、９回にわたり会議が開催さ

れ、本会から立谷会長が参画し、「こども未来戦略」の策定に関して意見陳述。また、

５月 10 日、10 月 30 日の両日、「こども政策に関する国と地方の協議の場」が開

催され、立谷会長、吉田・社会文教委員長（本庄市長）が参画。「こども・子育て政

策の強化について（試案）」、「こども大綱（中間整理）」についてそれぞれ意見陳述。 

６月 13 日、「こども未来戦略方針」が閣議決定され、①同方針の「加速化プラ

ン」には、都市自治体を通じて実施される施策も多く、具体化に当たっては、現場
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の実情を十分に踏まえた検討を行うこと、②こども・子育て政策の強化に当たり、

どの自治体に住んでいてもこどもを産み、育てたいと希望する人々に必要なサービ

スを等しく提供できる安定的な地方財源の確保を求める会長コメントを発表。 

12 月 22 日、「こども大綱」、「こども未来戦略」が閣議決定され、同日、①「加

速化プラン」については、各年度において地域格差が生じることのないよう、国の

責任において地方財源を含めて確実に確保するとともに、自治体独自の取組につい

ても、安定的な地方財源を確保すること、②具体的な制度設計に当たっては、現場

の実情や課題を十分に踏まえて検討することを求める会長コメントを発表。 

 

≪地域医療関係≫ 

○ 新型コロナウイルス感染症対策について 

  新型コロナウイルス感染症について、国は、５月８日、感染症法上の位置づけを

「５類感染症」に変更。 

  令和５年度のワクチン接種について、２月１日、「新型コロナウイルス感染症の

位置づけの変更に関する緊急要望」を提出。その後、３月７日、厚生科学審議会予

防接種・ワクチン分科会は、令和５年度末まで特例臨時接種の延長等を決定。 

  新型コロナワクチン接種体制確保事業について、厚生労働省は、３月 24 日、令

和５年度の同事業に補助上限額を設定したうえで、経過措置として上限額を超えた

場合、８月末まで補助する旨を通知。その後、６月７日、「今後の新型コロナワクチ

ン接種に関する特別意見」を、８月 23 日、「令和 5 年 9 月以降の新型コロナワク

チン接種に関する要望」を提出。その結果、同事業に要する経費への補助を令和５

年度末まで継続する等を通知。 

  令和６年度以降のワクチン接種について、９月 14 日、「令和 6 年度以降の新型

コロナワクチン接種に関する申入れ」を、11 月 14 日、「令和 6 年度以降の新型コ

ロナワクチン接種に関する特別意見」を提出。その後、11 月 22 日、厚生科学審

議会予防接種・ワクチン分科会は、令和５年度末で特例臨時接種を終了し、令和６

年度以降定期接種（B 類疾病）に位置付け、65 歳以上の高齢者等を対象に実施す

ること等を決定。また、12 月 25 日、同省は、令和６年度のワクチン価格が見込

み額に収まるよう努めるとともに、一定の対象者に対する地方財政措置を講じるこ

と等を明示。 

 

≪文教関係≫ 

○ GIGA スクール構想における１人１台端末の更新について 

  ９月 27 日、自由民主党の「文部科学部会」が開催され、吉田・社会文教委員長

（本庄市長）が出席し、国策である「GIGA スクール構想」に基づき整備してきた
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１人１台端末について、①児童生徒分と予備機の端末が、今後も計画的に整備が行

えるよう、国の責任において、引き続き、国費による安定的な財政支援を講じるこ

と、②特に、実勢の整備価格を十分に踏まえること等について意見陳述。 

  11 月９日、文部科学省において「第 3 回 今後の教職員定数の在り方等に関す

る国と地方の協議の場」が開催され、吉田・社会文教委員長（本庄市長）が出席し、

１人１台端末の更新について、今後、恒久的かつ安定的な予算の確保すること等に

ついて意見陳述。 

  11 月 29 日、文部科学省補正予算が成立し、１人１台端末について、都道府県

に基金を設け、今後５年程度をかけて国費を投じて更新を進めていくことを明示。 

 

≪国土交通関係≫ 

○ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律に

ついて 

  ２月３日、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法

律案に対する意見」を国土交通省に提出。再構築協議会において、旅客鉄道事業の

運送サービスの提供方法を協議する場合は、廃止ありきではなく、利用者の利便が

必ず確保されるよう、国が中心となって行うことなどを要請。 

  ４月 21 日、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する

法律」が成立（４月 28 日公布、10 月１日全面施行）。 

 

≪環境関係≫ 

○ 気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する

法律について 

  ２月２日、環境省に「地域における熱中症対策の推進に関する意見」を提出した

うえで、２月 13 日には、「気候変動適応法及び独立行政環境再生保全機構法の一

部を改正する法律案に対する意見」を提出。 

  同法案の具体化に当たって、①関係主体それぞれの役割を尊重し、相互連携によ

る取組が促進されるようにすること、②都市自治体が地域の実情に応じて自主的・

主体的に取り組むことができる仕組みとすることを要請。 

  ４月 28 日、「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改

正する法律」が成立。令和６年４月１日に全面施行予定。 
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≪本会活動関係≫ 

○ 第 93 回全国市長会議を開催 

６月 7 日、第 93 回全国市長会議（通常総会）を開催。「こども・子育て施策の

充実強化に関する決議」、「物価高騰等を踏まえた地域経済対策の充実強化に関する決

議」、「デジタル社会の推進と新たな地方創生の実現に関する決議」、「国土強靱化、防

災・減災対策等の充実強化に関する決議」、「都市税財源の充実強化・地方分権改革の

推進に関する決議」、「東日本大震災からの復興及び福島第一原子力発電所事故からの

復興等に関する決議」、「参議院議員選挙制度改革に関する決議」の７件の決議を決定。 

また、今後の全国市長会の運営のあり方等に関する検討会とりまとめ及び理事・評

議員合同会議で決定した全国市長会会長選挙に関する申合わせについて報告。 

なお、６月６日には、第 93 回全国市長会議（通常総会）に先立ち総会運営委員会

等を開催し、同会議の運営等について協議。 

 

〇 今後の全国市長会の運営のあり方等に関する検討会とりまとめ 

令和４年 7 月開催の理事・評議員合同会議において本検討会の設置を決定し、委員

から出された意見を整理した論点項目に従い、会長選挙や運営のあり方等について、

計 8 回にわたり開催。5 月 31 日、最終とりまとめ。 

 

○ 市長フォーラム 2023を開催 

  6 月 6 日、約 670 名（市長 333 名）を超える市長等の参加を得て開催。「デジ

タル空間とどう向き合うか―「情報的健康」のすすめ―」と題した慶應義塾大学大

学院法務研究科教授の山本龍彦氏からの講演の後、意見交換。 

 

○ 第 85 回全国都市問題会議を開催 

  10 月 12 日、13 日の両日、八戸市の「八戸市公会堂・公会堂文化ホール」にお

いて、「文化芸術・スポーツが生み出す都市の魅力と発展」をテーマに、市長、市議

会議員、都市自治体関係者等約 1,800 名の参加を得て開催。 

文化芸術・スポーツが持つ都市の活力を生み出す力と、その力によってもたらさ

れる都市の魅力と発展につなげる方策について熱心に討論。 

 

○ 地方公務員の定年年齢引上げに伴う個人年金共済制度の制度改定 

 公務員の定年年齢引上げに伴い、掛金払込満了年齢と加入可能年齢の上限を段階的

に引き上げ。年金受給開始年齢を最高 70 歳まで引上げ。 
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○ 損害保険制度の WEB 申込みを導入 

事務の効率化、迅速化等のため、令和５年度から、「市民総合賠償補償保険」、「公金

総合保険」、「防災・減災費用保険」において、WEB による加入申込みを導入。 

 

○ 定年の段階的引上げへの対応 

 令和５年４月に、「国家公務員法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第61号）

が施行されたことに伴い、本会事務局においても 60 歳を境に適用される勤務制度を

国家公務員に準じて整備。 

 

 


